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 佐賀県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和元年７月30日 

                                     佐賀県公安委員会委員長  吉  冨  啓  子    

 佐賀県公安委員会規則第２号 

   佐賀県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 佐賀県道路交通法施行細則（昭和35年佐賀県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表第１の３（第８条の２関係） 別表第１の３（第８条の２関係） 

路線名 区間 

 略 

一般国道204号  略 

伊万里市二里町大里字古屋田乙53番１から

伊万里市山代町立岩字原2801番１まで 

 

 

一般国道207号  略 

杵島郡江北町大字山口字三本松二1321番か

ら藤津郡太良町大字大浦字向山乙324番１

まで 

 

 

 略 

一般国道264号  略 

佐賀市巨勢町大字牛島字一本松111番２か

ら佐賀市与賀町143番３まで 

 

 

路線名 区間 

 略 

一般国道204号  略 

伊万里市二里町大里字古屋田乙53番１から

伊万里市山代町立岩字原2801番１まで 

伊万里市木須町字宮ノ前3773番１から伊万

里市松島町字搦772番１まで 

一般国道207号  略 

杵島郡江北町大字山口字三本松二1321番か

ら藤津郡太良町大字大浦字向山乙324番１

まで 

鹿島市大字高津原字三本松3195番３から鹿

島市大字高津原字西坂1412番まで 

 略 

一般国道264号  略 

佐賀市巨勢町大字牛島字一本松111番２か

ら佐賀市与賀町143番３まで 

佐賀市八丁畷町17番４から佐賀市成章町

171番１まで 
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改正前 改正後 

一般国道385号  略 

  

 

 略 

県道北茂安三田川

線 

 略 

 

 

 

 

 

 

 略 

県道唐津肥前線  略 

 

 

 

 

 略 

県道山本波多津線  略 

 

 

 略 

県道基山平等寺筑

紫野線 

三養基郡基山町大字小倉字箱町502番１か

ら三養基郡基山町大字園部字麦尾2474番２

まで 

一般国道385号  略 

一般国道444号 佐賀市川副町大字鹿江字四反田籠1005番２

から佐賀市川副町大字鹿江字道久籠960番

８まで 

 略 

県道北茂安三田川

線 

 略 

県道佐賀川副線 佐賀市南佐賀一丁目711番１から佐賀市川

副町大字鹿江字四反田籠1005番２まで 

佐賀市川副町大字鹿江字道久籠960番８か

ら佐賀市川副町大字犬井道字国造搦9476番

188まで 

 略 

県道唐津肥前線  略 

県道鹿島嬉野線 鹿島市大字高津原字熊三郎678番１から鹿

島市大字高津原字三本松3259番１まで 

鹿島市大字高津原字三本松3104番８から嬉

野市嬉野町大字下宿甲4712番３まで 

 略 

県道山本波多津線  略 

県道西与賀佐賀線 佐賀市本庄町大字本庄字十五畷１番から佐

賀市与賀町字川原小路148番３まで 

 略 

県道基山平等寺筑

紫野線 

三養基郡基山町大字小倉字箱町502番１か

ら三養基郡基山町大字園部字立花2438番ま

で 
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改正前 改正後 

 略 

県道半田鬼塚線  略 

 

 

 

 略 

県道九千部山公園

線 

鳥栖市永吉町字長ノ原553番６から鳥栖市

弥生が丘六丁目409番まで 

 

 

 

 

 略 

市道貨物駅線 鳥栖市桜町字丸尾1399番８から鳥栖市桜町

字丸尾1398番３まで 

 

 

  

 略 

市道北部３号線 鳥栖市弥生が丘七丁目29番から鳥栖市弥生

が丘七丁目38番まで 

 

 

 

 

 略 

県道半田鬼塚線  略 

県道東与賀佐賀線 佐賀市本庄町大字本庄字一本黒木十三角

195番14から佐賀市本庄町大字本庄字十五

畷１番まで 

 略 

県道九千部山公園

線 

鳥栖市永吉町字長ノ原553番６から鳥栖市

弥生が丘六丁目409番まで 

鳥栖市弥生が丘八丁目１番から鳥栖市弥生

が丘八丁目６番まで 

県道相知厳木線 唐津市相知町鷹取字下原1930番２から唐津

市厳木町牧瀬字成川内679番１まで 

 略 

市道貨物駅線 鳥栖市桜町字丸尾1241番１から鳥栖市桜町

字丸尾1398番３まで 

市道商工団地１号

線 

鳥栖市酒井西町字瘤深879番７から鳥栖市

藤木町字若桜３番26まで 

市道商工団地２号 鳥栖市藤木町字若桜４番10から鳥栖市藤木 

線 町字若桜５番12まで 

 略 

市道北部３号線 鳥栖市弥生が丘七丁目29番から鳥栖市弥

生が丘七丁目38番まで 

鳥栖市弥生が丘八丁目１番から鳥栖市弥生

が丘八丁目22番まで 

市道永吉・重田線 鳥栖市飯田町字中ノ坪447番２から鳥栖市

姫方町字百々田1602番まで 
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改正前 改正後 

 略 

市道西部工業団地

１号線 

 略 

 

 

 

 

 

 略 

市道妙見満島線 

 

 略 

 

 

市道古賀上伊万里

線 

 略 

 

市道毘沙門線  略 

 

 

 略 

町道桜町伊勢山線  略 

  

 略 
 

 略 

市道西部工業団地

１号線 

 略 

市道一本松・大工

田線 

多久市東多久町大字別府2422番１から小城

市小城町晴気字徳武六角1572番１まで 

市道旭ヶ丘線 多久市東多久町大字別府2422番１から多久

市東多久町大字別府2422番１まで 

 略 

市道妙見満島線  略 

市道松島瀬戸線 伊万里市木須町字浜田3844番２から伊万里

市瀬戸町字長仙坊1352番１まで 

市道古賀上伊万里

線 

 略 

 

市道北方新橋線 武雄市北方町大字大崎字二本松原田1022番

４から武雄市北方町大字大崎字八ノ坪1102

番20まで 

市道毘沙門線  略 

市道213号逆川線 鹿島市大字高津原字熊三郎625番４から鹿

島市大字高津原字熊三郎679番１まで 

 略 

町道桜町伊勢山線  略 

町道黒谷線 三養基郡基山町大字園部字立花2440番４か

ら三養基郡基山町大字園部字長浦3173番２ 

まで 

 略 
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   附 則 

 この規則は、令和元年７月31日から施行する。 


